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⃝
日
時
　
平
成
25
年
１
月
13
日
㈰

／
午
後
１
時
30
分
か
ら

⃝
会
場　
▽
白
河
地
域
　
市
民
会

館　
▽
表
郷
地
域
　
表
郷
庁
舎

▽
大
信
地
域
　
大
信
農
村
環
境
改

善
セ
ン
タ
ー　
▽
東
地
域
　
東
文

化
セ
ン
タ
ー

⃝
該
当
者
　
平
成
４
年
４
月
２
日

か
ら
平
成
５
年
４
月
１
日
ま
で
に

生
ま
れ
た
方
で
、
11
月
１
日
現
在

市
内
に
住
所
を
有
す
る
方
。
該
当

者
に
は
、
案
内
状
を
送
付
し
ま
す
。

※
市
外
に
お
住
ま
い
で
、
白
河
市

の
成
人
式
に
出
席
を
希
望
さ
れ
る

方
は
、
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

問
本
庁
舎
生
涯
学
習
ス
ポ
ー
ツ
課

内
２
３
８
２
／
表
郷
教
育
振
興
課

☎
㉜
４
７
８
２　
大
信
公
民
館
☎

㊻
２
５
１
１　
東
教
育
振
興
課
☎

㉞
３
１
４
６

　
企
業
と
来
春
卒
業
予
定
の
高
校

生
を
対
象
に
、
就
職
面
接
会
を
開

催
し
ま
す
。

⃝
日
時
　
11
月
６
日
㈫
／
午
後
１

時
30
分
～
４
時

⃝
会
場
　
ホ
テ
ル
サ
ン
ル
ー
ト
白

河
（
新
白
河
駅
前
）

※
事
業
主
の
皆
さ
ん
に
は
、
新
規

高
卒
者
の
採
用
を
検
討
し
て
い
た

だ
き
、
面
接
会
へ
参
加
し
て
い
た

3

だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

問
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
白
河
☎
㉔
１
２

５
６

⃝
受
給
資
格
者
　
身
体
ま
た
は
精

神
に
、
中
度
ま
た
は
重
度
の
障
が

い
を
有
す
る
20
歳
未
満
の
児
童
を

看
護
し
て
い
る
父
も
し
く
は
母
、

ま
た
は
父
母
に
代
わ
っ
て
児
童
を

養
育
し
て
い
る
方

⃝
支
給
制
限
　
受
給
資
格
者
お
よ

び
扶
養
義
務
者
な
ど
の
前
年
の
所

得
が
限
度
額
以
上
の
場
合
は
、
そ

の
年
度
（
８
月
か
ら
翌
年
７
月
ま

で
）
は
、
手
当
の
支
給
が
停
止
さ

れ
ま
す
。

⃝
申
請
・
問
い
合
わ
せ
先
　
本
庁

舎
社
会
福
祉
課　
内
２
７
１
４

　
秋
季
火
災
想
定
防
御
訓
練
の
た

め
、
11
月
11
日
㈰
午
前
７
時
か
ら

10
時
ま
で
断
続
的
に
、
消
防
サ
イ

レ
ン
が
流
れ
ま
す
。

　
火
災
と
お
間
違
え
の
な
い
よ
う

に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

問
本
庁
舎
生
活
環
境
課　
内
２
１

６
６
／
各
庁
舎
市
民
福
祉
課　
表

郷
☎
㉜
２
１
１
３　
大
信
☎
㊻
３

９
７
４　
東
☎
㉞
２
１
１
３

　
国
民
年
金
の
老
齢
基
礎
年
金
は
、

20
歳
か
ら
60
歳
に
な
る
ま
で
の
40

年
間
保
険
料
を
納
め
な
け
れ
ば
、

満
額
の
年
金
を
受
け
取
る
こ
と
が

で
き
ま
せ
ん
。
納
め
忘
れ
な
ど
で

保
険
料
の
納
付
済
期
間
が
40
年
間

に
満
た
な
い
場
合
は
、
60
歳
か
ら

65
歳
に
な
る
ま
で
の
間
に
国
民
年

金
に
任
意
加
入
し
て
、
満
額
の
年

金
に
近
づ
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
な
お
、
年
金
の
受
給
に
は
、
保

険
料
の
納
付
済
期
間
や
免
除
期
間

等
が
原
則
で
25
年
以
上
必
要
で
す

が
、
こ
の
要
件
に
満
た
な
い
場
合
、

70
歳
に
な
る
ま
で
任
意
加
入
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
（
昭
和
40
年
４

月
１
日
以
前
に
生
ま
れ
た
方
に
限

ら
れ
ま
す
）。
た
だ
し
、
厚
生
年

金
、
共
済
組
合
の
被
保
険
者
の
方

の
任
意
加
入
は
で
き
ま
せ
ん
。

⃝
任
意
加
入
制
度
の
対
象
者
　
①

60
歳
以
上
65
歳
未
満
の
方　
②
老

齢
基
礎
年
金
の
繰
り
上
げ
支
給
を

受
け
て
い
な
い
方　
③
20
歳
か
ら

60
歳
ま
で
の
国
民
年
金
保
険
料
の

納
付
月
数
が
４
８
０
月
未
満
の
方

　
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

問
本
庁
舎
国
保
年
金
課　
内
２
１

７
４
／
白
河
年
金
事
務
所
☎
㉗
４

１
６
４

⃝
日
時
　
11
月
２
日
㈮
／
午
前
９

時
～
11
時　
※
参
加
無
料

⃝
会
場
　
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
白
河

（
郭
内
）

⃝
対
象
　
浜
通
り
か
ら
県
南
地
域

に
避
難
さ
れ
て
い
る
方
お
よ
び
県

南
地
域
に
お
住
ま
い
の
方

※
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。
　

問
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
白
河
☎
㉔
１
２

５
６

　市では、新たに建設する市民文化会館の運営管
理に、市民の視点からのご意見を反映させるため、
検討委員会委員を次のとおり募集します。
⃝応募資格
①市内に住所を有し、平成24年３月31日時点
で18歳に達していて、平成26年３月31日
までに75歳に達しない方

②市民文化会館に関心（ご意見）がある方
③地方公務員法第16条の欠格条項に該当しな
　い方
④市の各種審議会等の委員の兼職が２件以下
　である方
※国または地方公共団体の議員または公務員
　は除きます。
⃝募集人員　２人
⃝応募方法　
　次の書類を持参または郵送（当日消印有効）・
ＦＡＸ・Ｅメールで提出してください。
　①応募申込書（指定様式）
　②小論文：テーマ「私が考える市民文化会館の
　　運営のあり方」（800字程度）
　※応募申込書は、本庁舎生涯学習スポーツ課お
　　よび各庁舎教育振興課にあるほか、市ホーム
　　ページからもダウンロードできます。
⃝応募期限　11月14日㈬まで
⃝選考方法　
　選考委員会で決定します。結果は応募者全員
にお知らせします。なお、応募書類等は返却し
ません。
⃝申し込み・問い合わせ先
　本庁舎生涯学習スポーツ課　内2387／ FAX㉒
　1143／Ｅメールshogaigakushu@city.shiraka
　wa.fukushima.jp

市民文化会館運営管理
検討委員会委員募集

成
人
式

新
規
高
卒
者
就
職
面
接
会

消
防
サ
イ
レ
ン
の
吹
鳴

特
別
児
童
扶
養
手
当

60
歳
か
ら
65
歳
ま
で
の
国

民
年
金
任
意
加
入
制
度

健
康
チ
ェ
ッ
ク
＆
浜
っ
こ
サ
ロ
ン


